RIFU暮らし応援商品券配布事業実施要領
１．目的
物価高騰の影響を受けている町民や地域事業者の負担軽減を図るため国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（重点支援地方交付金）を活用し「RIFU暮らし応援商品券」を発行し、利府町民及び地域事業者を支援し利府町経済の活性化に貢献することを目的とする。
２．主催
　利府松島商工会

３．商品券の内容
　（１）名　　　　称　「RIFU暮らし応援商品券」
　（２）商品券額面　1,000円券×8枚綴（共通券5,000円、小規模店舗専用券3,000円）

　（３）使用期間　令和8年4月1日（水）～令和8年9月30日（水）【6ヶ月間】
　（４）配布方法　令和８年２月１日に利府町の住民基本台帳に登録されている利府町民
へ世帯毎に郵送にて配布。
４．取扱事業所の募集について
　（１）取扱店の範囲　商品券を取り扱う事業者は、利府町内に事業所を有し、地元消費の拡
大や地域経済活性化の主旨に賛同し、地域振興に貢献する事業所とす
る。

（２）取扱店の募集　商品券の取り扱いを希望する事業者は、参加申込書に必要事項を記入捺印し、受取金融機関の通帳コピーを添付の上、利府松島商工会利府事務所へＦＡＸ（３５６－６０８８）又は持参するものとする。
（３）取扱店の周知　ポスター、ステッカーを配布（３月配布予定）

（４）参加負担金　無料
（５）募集期間　令和８年２月２０日（金）まで。
　　　　　　　　　　それ以降については随時受付を行いますが、但し商品券配布時に同封

する取扱事業所チラシへの掲載は行いません。
ホームページでの掲載のみとなります。
　　　　　　　　　　
５．商品券の取扱について

（１）使用期間　　　　令和８年４月１日（水）から令和８年９月３０日（水）とする。
【 期限後は一切無効 】
（２）使用方法　　　　現金と同様の扱い
（３）対象外商品等　　商品の販売、役務の提供及びサービスの提供を対象とする。
　　　　　　　　　　　ただし、次のものは、対象外とする。

①不動産、出資、債務支払い、金融商品
②たばこ
③商品券・ビール券・図書券・プリペイドカードなど換金性の
高いもの
④切手・官製はがき・印紙　
⑤回数券・乗車券・定期券　
⑥仕入等の事業資金

⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に
規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑧国税・地方税や使用料などの租税公課
（４）釣り銭　　　　　本商品券利用の際の釣り銭は支払わないものとする。

（５）その他　　　　　共通券のみの取扱となる事業所は、小規模店舗券については使用でき
ない旨をお客様に理解して頂くこと。誤って受け取った場合換金受付
はいたしませんのでご承知おきください。
６．≪商品券使用の厳守事項（商品券への記載事項）≫
（１）本券は、利府町内の参加取扱事業所のみで使用できます。

（２）本券は、現金とはお引換えいたしません。

（３）本券で他の商品券、公共料金等の支払い及び有価証券等の購入は出来ません。

（４）本券に発行者印及び番号のないものは無効です。
（５）本券の盗難、紛失又は滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。

（６）本券では釣り銭は支払われません。

７．≪商品券の換金ついて≫
（１）換金方法　　　　下記受付期間内に、本会に準備してある「換金申請書」に記入の上、利府松島商工会利府事務所まで申請するものとし、本会より指定の口座に振り込むものとする。受け取った商品券については必ず枚数を数えて申請すること。（枚数未記入は換金受付いたしません。）
なお、申請する際は、お客様から受け取った商品券の裏面の取扱事業所欄に取扱事業所名を押印又は記入するものとする。
　　　　　　　　　　　
（２）換金期間　　　　令和８年４月９日（木）～令和８年１０月９日（金）までの
　　　　　　　　　　　受付時間　午前９時～午前１１時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　午後１時３０分～午後４時

小規模店舗

　　　　　　　　　　　　毎週木曜日のみ
共通券のみ店舗（大型店及び大型店テナント）　毎週金曜日のみ
　　　　　　　　　　　※指定日及び上記日時以外は受付いたしません。
（３）支払日　　　　受付した翌週の金曜日
　　　　　　　　　　　※10/8・9受付分は10/16に振込いたします。
　　　　　　　　　　　最終振込日　令和８年１０月１６日（金）
※換金手数料・振込手数料は掛かりません

※券種と使用可能店舗について





共通券・・・取扱店全店で使用できます。


　　　　　　　（大型店のテナントについては共通券のみ使用可）





小規模店舗券・・・売場面積1,000㎡以下の取扱店舗のみ使用できます。


　








